
【相談・通報連絡先】

東京航空局 地域航空事業課 事業係（東日本エリア） 電話 03-5275-9315
大阪航空局 地域航空事業課 事業係（西日本エリア） 電話 06-6937-2703

相談・通報を検討されている皆様へ

Ⅰ航空運送事業の許可を有しない者が旅客・貨物を乗せて飛行するのを目撃した
（航空機使用事業の許可を有しない者が事業(※)を行っているのを目撃した）

①目撃した日時・場所
②事業の内容（旅客輸送、貨物輸送、遊覧飛行等）
③使用されていた機体（型式・登録記号）

Ⅱ他者から情報を得た

①情報入手先（誰から・いつ頃）
②事業（予定含む）の内容・日時・場所
③使用されていた機体（型式・登録記号）

Ⅲ内部通報等（過去に所属していた場合含む）

①事業行為を行っていた者
②事業の内容・日時・場所
③使用されていた機体（型式・登録記号）

Ⅳ顧客として勧誘があった

①勧誘を行っていた者
②勧誘があった日時・方法
③勧誘の内容

具体的な情報の提供が、違法行為の防止、ひいては
航空の安全につながります。
皆様のご協力をお願いいたします。

（Ⅰ～Ⅳ共通）

④その他、証拠など事案の特定につながる情報

以下のような情報をお寄せいただくと、事案の特定につながりやすくなります。
全てを網羅した内容でなくても構いませんので、相談・通報連絡先へお知らせください。

相談・通報を行ったことによる
不利益が発生しないように、本
人情報の取扱いには十分に
留意いたします。

※航空機使用事業

旅客・貨物輸送以外の、写真
撮影、空中測量、操縦訓
練、薬剤散布などに

ついては航空機使用事業の
許可が必要です。
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